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参考資料３  地下水利用等による専用水道に係る法整備及び対応について  

 

平成 30 年度  日本水道協会第 93 回総会会員提出問題  

 

１．地下水利用の実態を正確に把握し、水質管理の徹底も含め、立入検査

など適切かつ迅速な行政指導を行うことができる指針等について明示

されたい。  

２．地下水保全も含めた健全な水循環、水道水質の安全性の確保、地下水

の公共利用のあり方の観点から、水道事業の給水区域内における新規専

用水道の設置規制等を含む新たな揚水規制について法整備を図られた

い。  

３．専用水道の設置者及びその利用者に対し一定の負担を求めることがで

きる仕組みの創設等、地下水利用に係る新たな施策を検討されたい。  

 

近年、水使用の合理化・経済性の観点から、地下水等の膜処理水と水道

事業者が供給する水道水とを混合して給水する、あるいは、通常は地下水

等の膜処理水を給水し、そのバックアップ用として水道水を使用するとい

った専用水道の設置が全国的かつ急速に拡大しています。  

しかしながら、このような専用水道への移行は、地下水等の膜処理水と

水道水との混合給水における水質管理の実態が不明瞭であるほか、水道水

をバックアップ用として使用する専用水道の場合、通常時は水道水を使用

しないことから配水管内に停滞水が発生しやすく、使用時に停滞水が専用

水道に混入する場合があります。  

また、専用水道が水道水の使用を急激に増やした時に、配水管路内の圧

力変動により、他の水道使用者に赤水などの異常が発生する恐れがあると

いう課題も抱えており、衛生上の観点からも看過できない状況にあります。 

一方、こうした専用水道による地下水等の利用拡大がもたらす環境への

影響も懸念されるところであり、これまでにも地下水の過剰なくみ上げに

よる地盤沈下を防止するために、工業用地下水のくみ上げ規制などが実施

されてきた経緯があります。  

今後、専用水道による地下水利用がさらに拡大した場合には、再び地盤

沈下が進行することも考えられ、環境にもたらす影響が懸念されることか
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ら、これを防止するとともに、公共性の高い貴重な資源である地下水の保

全を図るため、地下水の公的な管理に係る取組をより一層推進していく必

要があります。  

併せて、このような専用水道の水源である地下水は、国や自治体等の財

政投資や使用者の負担によって整備された雨水浸透施設等による地下水涵

養の取組によってもたらされているものであり、極めて公益的なものであ

ることから、一部の民間企業や特定需要者の利益のために独占的に利用さ

れることは、国民の共有財産である地下水の利用の観点から公平性を欠く

ものであります。  

このような背景から国では、平成 23 年４月に森林・林業の再生を図るた

め森林法を改正し、さらに、平成 26 年７月には水循環基本法が施行され、

今後、水資源の保全に向けて一定の前進が期待されるものの、具体的な施

策については定められていません。さらに、地下水利用専用水道の導入に

よって、水道の使用量が非常に少なくなった場合には、水道施設に係る固

定費の多くが未回収となり、その減収分が他の水道使用者に転嫁される懸

念があります。  

よって、地下水利用等による専用水道に係る法整備及び対応を強く要望

します。  


